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法曹一元連続シンポジウム （第５回）法曹一元連続シンポジウム （第５回）

２０２１年１０月８日

主催 京都弁護士会 司法改革推進委員会

第１回

 第１回（２０１１年４月９日）

報告 日弁連の法曹一元の取り組み（弁護士川中宏）

報告 問題提起（弁護士坂元和夫）

意見交換 助言者 弁護士宮本康昭氏

助言者 神戸大学教授馬場健一氏
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第２回

 第２回（２０１３年２月２日）

報告 韓国の法曹一元制度（弁護士長谷川彰）

パネルディスカッション

パネリスト

・弁護士 明賀英樹氏

・西南学院大学教授 西理氏

・弁護士 坂元和夫

・弁護士 脇田喜智夫
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第３回

 第３回（２０１４年２月１５日）

「原発訴訟はなぜ勝てなかったのか？～「法服の王国」から考える」

講演 作家黒木亮氏

当事者の意見 原発訴訟当事者

パネルディスカッション

パネリスト

黒木亮樹氏

裁判官 小林克美氏

もと京都新聞論説委員 直野信之氏
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第４回

 第４回（２０１６年３月１５日）

懇談会

もと裁判官二本松利忠氏を囲んで

法曹一元実現のための制度上の障害

5

裁 判 所 法 （１）

第４２条（高等裁判所長官及び判事の任命資格）

高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在
つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。

１ 判事補

２ 簡易裁判所判事

３ 検察官

４ 弁護士

５ 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

６ 前条第１項第６号の大学の法律学の教授又は准教授

――第２項、第３項、第４項省略――

第４３条（判事補の任命資格）

判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
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裁 判 所 法 （２）

昭和２３年法律第１４６号

判事補の職権の特例等に関する法律（昭和２３年法律第１４６号）

第１条

判事補で裁判所法第４２条第１項各号に掲げる職の一又は二以上
にあつてその年数を通算して５年以上になる者のうち、最高裁判所の
指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないもの
とし、同法第２９条第３項（同法第３１条の５で準用する場合を含む。）
及び第３６条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は
家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。

――第２項省略――
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判事までのロードマップ
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判 事 昇給・昇格・転勤

判 事 補

司法修習終了

司法試験合格

５年間 特 例 判 事 補

５年間 未特例判事補
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裁判官の俸給表
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区分 報酬月額

最高裁判所長官 二、〇一〇、〇〇〇円

最高裁判所判事 一、四六六、〇〇〇円

東京高等裁判所長官 一、四〇六、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官 一、三〇二、〇〇〇円

判事

一号 一、一七五、〇〇〇円

二号 一、〇三五、〇〇〇円

三号 九六五、〇〇〇円

四号 八一八、〇〇〇円

五号 七〇六、〇〇〇円

六号 六三四、〇〇〇円

七号 五七四、〇〇〇円

八号 五一六、〇〇〇円

判事補

一号 四二一、五〇〇円

二号 三八七、八〇〇円

三号 三六四、九〇〇円

四号 三四一、六〇〇円

五号 三一九、八〇〇円

六号 三〇四、七〇〇円

七号 二八七、五〇〇円

八号 二七七、六〇〇円

九号 二五六、三〇〇円

十号 二四七、四〇〇円

十一号 二四〇、八〇〇円

十二号 二三四、九〇〇円

裁判官の報酬等に関する法律

（昭和二十三年法律第七十五号）

施行日： 令和元年十一月二十九日

最終更新： 令和元年十一月二十九日公布
（令和元年法律第五十八号）改正

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000075

最高裁判所 機構図

10http://www.courts.go.jp/saikosai/about/sosiki/index.html
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法曹一元要綱 （京都弁護士会）
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判 事

内 閣

裁判官任命諮問委員会
（各高等裁判所所在地）

司法修習生

弁護士

通
算
10
年

◉ 報酬同一
◉ 本人希望常任地

最 高 裁 判 所

推薦

指名

任命

経
験
10
年
の
弁
護
士

検察官
大学法律学教授

法曹一元要綱

法曹一元要綱

1.(裁判官の給源)

(1) 裁判官を10年以上の経験のある弁護士のみから採用する。但し,
検察官経験と大学法律学教授経験は一定年数を限度として弁護士
経験期間に換算する。

(2)判事補制度は廃止する。

理由 弁護士経験として10年以上を要求するのは,裁判官として必要
な経験,能力を獲得するには10年程度は必要であると考えられ
ることにある(現裁判所法42条は,判事任命資格として10年以上
の判事補その他の経験を求めている)。

検察官を裁判官の給源としないのは,裁判官の職務が権力機
関から国民の人権を擁護するという点にあることから,同じ法曹
であっても権力側の経験を有する者より,国民側に近い職務を
行う弁護士経験の方が適切であるからである。

また,検察官の給源としても弁護士に限定すべきであるという
考え方(「日弁連法曹一元要綱」昭和29年3月20日理事会承認)
については.検察官も弁護士と同じように一方当事者としての立
場にあることからして特に弁護士経験を要求する必然性はない
こと,現実問題として一定年数の弁護士経験を求めた場合の給
源の確保の困難性等からこれを採用しなった。

2.(採用方法)

(1) 裁判官になろうとする者は,裁判官任命諮問委員会の推薦を受け
て,最高裁判所が指名し,内閣が任命する。最高裁判所および内閣は
右諮問委員会の推薦を尊重しなければならない。

(2) 裁判官任命諮問委員会は,各高等裁判所所在地に1つずつ設置
し,その高等裁判所管轄内の裁判官の任命について推薦を行う。

(3) 裁判官任命諮問委員会は,相当数の弁護士,裁判官,検察官およ
び国民の代表により構成する。 12

理由 任命権は憲法の規定を前提にしているが,裁判官としての適
格を有するものを裁判官に任命するための方法として任命諮
問委員会を設置することが必要である。この推薦には法的拘
束力はないが,最高裁判所および内閣は尊重しなければなら
ないという規定をおくことで実効性を確保することとした。

任命諮問委員会が現実的なチェック機能を果たすためには,
全国にひとつではなく,各高等裁判所所在地ごとにひとつずつ
設置し,そこが同裁判所管轄内の裁判官について推薦すること
が望ましい。

また,諮問委員会は法曹三者だけではなく,国民のための裁
判官を得るという観点から国民代表が参加することが必要不可
欠である。国民代表の具体的内容は,一定の組織層に偏ること
なく,様々な組織の代表の参加を得ることが望ましい。

3.(任期)

(1) 裁判官の任期は10年とし,再任を妨げない。

(2) 再任時にも,任命諮問委員会の推薦を受けなければならない。

理由 任期10年は憲法の規定どおりである。再任の場合にも任命諮
問委員会の推薦が必要としたのは,その機会に諮問委員会か
らのチェックを受けるということが必要であるからである。

4.(報酬)

(1) 裁判官の報酬は同一とする。但し,年齢その他の事情に応じて付
加的手当てを支給するものとする。

(2) 恩給の受給資格は10年間とする。

理由 法曹一元の場合でも年齢や経験年数に応じた等級は必要で
はないかとの意見もあり得るが.法曹一元のもとでの裁判官は,
資格も職務も全く同一である以上,給与に差を設けることに合
理性はない。但し,年齢に応じて生活に必要な経費に差が生じ
ることにも配慮し,付加的手当という方法により調整することとし
た。
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法曹一元要綱
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6.(司法修習制度)

(1) 司法試験に合格した者は,司法研修所において修習を行わなけれ
ばならない。

(2) 司法研修所の運営は,国庫による費用負握により,日弁連,最高裁判
所,法務省の三者によりなされる。

(3) 司法修習は,司法修習生に一元化された法曹としての必要な最低限
度の能力と素養(弁護士・検察官として独立して職務を遂行できる程度)
を獲得させることを目標として行われなければならない。

理由 法曹一元制度のもとでは,司法修習制度の目的が弁護士およ
び検察官の養成になるが,法曹の養成は国家的課題であること
から.国庫負担による司法修習制度は必要である。そして,司法
研修所の運営は,これまでのように最高裁判所のみではなく,法
曹三者によりなされる必要がある。

このような法曹一元制度のもとで,いかなる修習が必要かつ適切
であるかについては,その目的および理念に照らし抜本的に検討
がなされる必要がある。この場合には,直接的には弁護士および
検察官が養成の目的であることからして,裁判官養成を中心に据
えていると思われる従来の司法修習のあり方が大きく変容する可
能性があることは否定できない。但し,法警一元において裁判官
の養成という観点は必要であり,その意味で統一修習の理念が失われ
てはならないことは当然である。

弁護士法2条が「弁護士は,常に,深い教養の保持と高い品性の
陶やに努め,法令及び法律事務に精通しなければならない。」と
定めて,弁護士資格取得後もなお研修努力をすること(OJT)を求
めているが,このことは法曹に共通の要請である。しかし,やはり司
法修習の終了により,弁護士および検察官の資格が与えられる以
上,独立して職務を遂行できるだけの最低限の能力と素養を得る
ことができなければならない。そこで,司法修習の内容としては,要
件事実教育など最低限の教育は不可欠であるが,そればかりで
はなく,人権感覚を会得させるような修習や様々な紛争を法的に
解決するための基礎的訓練などを行うなどが考えられよう。

以上

なお,報酬の制度や額については歳費から給与の支払われ
る国会議員の制度が参考になろう。恩給については任期10年
制度に合わせて10年で資格を取得できることが望ましい(「裁
判法」法律学全集34巻・兼子一・竹下守夫著・有斐閣・256頁)

5.(任地および転勤)

原則として本人の希望により常任地を定め,同地において職務を行
うが,任期中のうち最高3年間までは,常任地を管轄する高等裁判所
管轄内の常任裁判官の不在の裁判所において職務を行わなげれば
ならない。

理由 裁判官の独立の保障のためには現在行われているような
不明朗な転勤制度は廃止する必要がある。できるかぎり,転
勤をなくす方向が望ましいが,直ちに廃止することは地域的あ
るいは仕事の内容面での不平等の問題を生じさせるので工
夫が必要である。

そこで,裁判官がどこの裁判所の本庁または支部へ配属す
るのかを決めるについては,本人の希望を尊重すべきである
が,それだけでは希望者の多い任地と全く希望者のない任地
が出てくることは確実である。そこで,各裁判官について常任
地を定めるが,全く希望者のいない裁判所への裁判官の配置
を行うために,任期申の最高3年間は,同地へ転勤しなければ
ならないとすることがひとつの解決方法ではなかろうか。

問題は任地を決めたり,調整をするのはどの機関が行うのか
ということである。これは司法行政を従来どおり最高裁判所裁
判官会議および事務総局とするのかという問題であるが,ひと
つの考え方としては任命諮閤委員会がこの調整事務を行うと
いう方法が考えられる。

また,裁判所の中での具体的な配置(民事部,刑事部,保全部,
執行部等)については,各裁判官会議で決めるべきであろう。

問題となるのが所長あるいは長官等のポストをどう決めるの
かということであるが,裁判官の中から公募して選挙で決める
(旧西ドイツの方法)とか希望者の中から任命諮問委員会が決
める,あるいは裁判官会議が決めるなどの意見が出された。
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第５回法曹一元シンポ

２０２１．１０．８

１ １９９２ 村田善明弁護士、島川勝弁護士ら、６名が弁護士任官

２ １９９４．４ 当会会員正木きよみ弁護士が任官

３ １９９７．７ 京都弁護士会「法曹一元要綱」発表

４ １９９８．９ 京都弁護士会「法曹一元 市民のための司法をめざして」発刊

１９９８．１～４の連続講演会などを収録

５ ２００１．６ 司法制度改革審議会意見書

１裁判官の給源の多様化・多元化（特例判事補制度の解消、

判事補の他職経験、弁護士任官の推進）、２裁判官任命過程に

国民の意思を反映、３裁判官人事評価制度の透明化・客観性確

保、→法曹一元は実現せず

６ ２００３．５ 下級裁判官指名諮問委員会設置

７ ２００３．７ 当会会員戸倉晴美弁護士が任官

２００３．１０ 当会会員下谷靖子弁護士が任官

８ ２０１１．４ 京都弁護士会第１回法曹一元シンポ

司法改革１０年目の節目に

札幌、東京、大阪、奈良からも参加

司法官僚制を廃止して法曹一元に改める→どうやって、実現

するかについて、川中・坂元論争

川中： 弁護士任官ルートを進めていくことによって弁護士

会内外の機運を高めて、そしてどこかで法曹一元へ向

けて判事補制度を廃止するなら、そこで提案しないと

恐らく無理だろうというふうなこと、そうした実現の

道筋を進む以外にないんだ

坂元：「弁護士任官の延長線上に法曹一元がある」わけでは

ない

最高裁が弁護士任官に好意的な態度をとる理由は、善

解すれば「キャリアシステムの補完」。見方を変えれ

ば弁護士任官を法曹一元論再燃に対する最も有効な防

止策と見ているから

世論の共感を得られるような内容にするためには判事

補制度廃止一本に絞って、弁護士経験の注入はそれに

よってもたらされる利点ととらえるべき

９ ２０１３．４ 京都弁護士会第２回法曹一元シンポ

２０１２年に行われた韓国での法曹一元制度についての調査
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報告を中心に意見交換。西南学院大が教授で、もと福岡高裁

部総括判事の西理先生をパネリストに迎えた。

西氏の発言から「 数年でも、弁護士をして仕事ぶりを見聞

きしていたら、もう少し柔軟にできたのかも知れないし、もっ

と自信を持って堂々とできたかも。分からずしまいで定年。

周囲の裁判官を見ていて、自分も、官僚としての子飼い養

成の中で、発想が『枠に嵌められてしまう』のは否めないと自

覚。事実認定も、一定の「傾向」を持ってしまう。」

１０ ２０１４．２ 京都弁護士会第３回法曹一元シンポ

法服の王国の著者黒木亮氏を迎えてのシンポ

参加者約１４０名

黒木氏からの提言：①裁判官に対する弁護士会の外部評価の充

実、②裁判官の増員（余裕を持って裁判を行う）、③４０歳以

上の法律実務家から裁判官を選ぶという法曹一元制度を実現、

④ディスカバリー制度、⑤法廷での虚偽証言に対する厳罰

１１ ２０１６．３ 二本松もと大阪地裁所長を囲んでの懇談会

①裁判官人事を裁判官会議に残して、他の諸々の事務を裁判官

ではなく行政官に委ねる？→行政部からの司法部の独立は維持

できるか？

②支部などの僻地の任地に誰を転勤させるか？

③報酬の均一化・増額による少数精鋭化で、裁判をまかなえる

か？ロークラークの活用？

④民刑の訴訟手続を法曹一元に沿った構造に改める必要

１２ ２０１８．９．５ 京都弁護士会第４回法曹一元シンポ

メイン講演 池添徳明氏「取材から見えてきた日本の司法

だれのための裁判か」を実施。公演後、池添氏、小林克美もと裁判官、遠山弁護士

による鼎談。

１３ キャリアシステム： 裁判所法 42条は、判事の給源に多様性を求めているにも

かかわらず、司法修習を修了して直ちに任用された判事補が、10 年後に判事に再任

される。判事補は、単独では裁判ができず、一人前の裁判官ではないが、これを裁判

所内で子飼いで育てて判事にするというのがキャリアシステム。

パワポ９頁の２４段階のヒエラルヒー
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NYU/ LAW

アメリカの
裁判官任命制度

丸田 隆

NYU/ LAW

ジョン・マー
シャル判事像
は最高裁判所
の地下一階の
中央に設置
されている。
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アメリカの裁判所ポイント

１．連邦と州裁判所

２．裁判官任命方法

３．裁判官の再任

NYU/ LAW

連邦と州の二元的裁判所制度

NYU/ LAW

P.12



裁判官の任命方法

連邦裁判所裁判官は、
全て

合衆国大統領が指名し、
上院の承認で
任命される。＊

＊地裁判事は当該裁判所の所属州か
の上院議員によって候補者の推薦が行

われる。

連邦裁判所裁判官の任命方法

。

１ 連邦裁判官数は、地方裁

判所で600人以上、控訴

裁判所で約200人、そして

合衆国最高裁で9人である。

２ これら全員を大統領が任

命する訳であるが、任期が

終身であるため、連邦の全

裁判官を一人の大統領が

任命することは不可能であ

る。

NYU/ LAW
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連邦裁判所裁判官の任命方法

（１）連邦裁判所裁判官の任命：

連邦裁判所の裁判官は，すべて

大統領によって指名され，上院の

「助言と承認」に基づいて任命され

る。（憲法第2条2節2項。）連邦裁判

官の任期は終身である。

NYU/ LAW

連邦裁判所裁判官の資格

１ 大統領が、最高裁判事や高裁判事を任命するときに考慮される基準として

は、まず候補者の経験が問われる。

２ 連邦裁判所や州裁判所においてすでに相当な経験を積んだかあるいは合

衆国政府での法執行の経験を有する者、さらにはロースクール教授などを

経験し法的専門分野において深い学識のある者である。

３ 政治的なイデオロギーも重視される。大統領は、通常、自分に近い政治的

なイデオロギーを有する裁判官を指名する。しかし政治的思考に偏りがある

と上院で承認されないことが起こる。

NYU/ LAW
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連邦裁判所裁判官の任命方法

、

１ 連邦裁判官職に空きポスト

が出ると、大統領は、最適の

裁判官候補者を選ぶために、

多様な情報に依存する。

２ とくに資質に関する背景調

査と情報は、おもに米国連

邦捜査局(FBI)が担い、司

法省、議員、現職の裁判官

およびアメリカ法曹協会から

も寄せられる。

NYU/ LAW

上院司法委員会による公開聴聞会

候補者の資格に関する公聴会：

合衆国最高裁及び同控訴裁判事の

候補者は，議会の上院司法委員会に

よる聴聞会を経て委員会の多数投票

（10人以上）上院の投票で任命される。

（最高裁判所裁判官候補者に対する

聴聞会の様子はSCPANなどでTV中継

される。）

NYU/ LAW
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最高裁判所裁判官候補者に対する聴聞会

最高裁判所裁判官候補者に対する聴聞会は、3日から4日、長
い場合は一週間にわたることもある。

NYU/ LAW

誰が合衆国最高裁判官を指名したか

NYU/ LAW

ブッシュ父（R） 1名
クリントン（D） １名
ブッシュJr.（R） ２名
オバマ （D） ２名
トランプ （R） ３名
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裁判官の任命方法

州は、
（１）選挙

（２）知事の任命
（３）指名委員会による選考

がある

州裁判官の任命方法

１ （２） 州裁判官の任命

２ 州の裁判官の選任方法は，①選挙によ

り選出する方法，②州知事が任命する

方法，③指名諮問委員会による推薦選

考を経て任命する方法、あるいはそれら

の組み合わせが行われる。②と③の任

命制による場合でものちに州民の選挙

によって再任の可否投票（retention 
election）を実施することがおこなわれ

る。

NYU/ LAW
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州裁判官の資格

州の判官となる資格要件としては弁護士資格を

要件とする州もあれば，それを不要とする州（たとえ

ば，マサチューセッツ州）もある。

通常，15-20年くらいの経験と実績のある弁護士、

検察官や大学教授のなかから任命される。

このような裁判官の任命方式によって裁判官は市

民から信任を受けたという感覚が強い。

裁判官はその経歴などから訴訟当事者や代理人

からの敬意を集める。州により任期制や定年制が

ある。

NYU/ LAW

州裁判官の資格

アメリカが英国の法曹貴族制や多くの国で採用さ

れている裁判官国家養成制度を採らなかったのには

歴史的な理由がある。

17、18世紀のアメリカ植民地期の裁判官は、すべて

英国王が任命した者であり、国王直属の植民地総

督（governor）の任命に基づく裁判官であった。

しかし独立後のアメリカでは、タウン・ミーティングに

より新しく選任されたリーダーや地元の知事が、市民

の信任を得る経験豊かな者を州の裁判官を任命し

ていた。

NYU/ LAW
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州知事による裁判官指名

知事による裁判官指名Executive Appointment

多くの州は、大統領による裁判官の指名を行う連邦モデルを採用し、州知事による裁
判官氏名がおこなわれた。

しかし１９世紀初頭には、州知事による指名から移行し始め、現在、裁判官の被任命
者の名前を挙げる際に知事が単独裁量権を有するのは三つの州（カリフォルニア、メイ
ン及びニュージャージー州）にとどまる。

それでもメイン州及びニュージャージー州では、知事の指名候補者は、州上院によっ
て承認されねばならず、カリフォルニア州では指名候補者は裁判官指名に関する3人
委員会three-member Commission on Judicial Appointmentsによって確認され
なければならない。

NYU/ LAW

選挙による任命（１）：党派的選挙

党派的選挙（Partisan 
Election）

ー＞党派的選挙による裁判官の

選任では、裁判官候補者は、政

党の指名を得るために予備選挙

に立候補する。そのあと党派的選

挙による裁判官の選任は一般的

選挙で選出される。

NYU/ LAW
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選挙による任命（２）：非党派的選挙

非党派的選挙（Nonpartisan 
Election）

ー＞非党派的選挙では、有権者が
投票で裁判官候補を選ぶ際に所
属政党を標記せず、候補者の氏名
のみを投票用紙に記入する方法を
取る。

NYU/ LAW

資質・資格・経験による裁判官選任（Merit Selection）

資質・資格・経験に基づく裁判官選任方法は、1940年代にミズーリ州で始まった制度で

あるため「ミズーリ計画」とも呼ばれる。

この方式では裁判官、弁護士、市民をメンバーとする「裁判官選任委員会」を構成し、

個々の候補者を審査して、しかるべき任命者(知事又は州議会）に推薦する委員会推薦

方式が採用されるようになった。

この裁判官指名諮問委員会（judicial selecting committee）による任命方式を採用

する州が増えている。

他方、こうして任命された裁判官でも、再任の時期がくれば、ふたたび裁判官指名諮問

委員会による任命審査が行われるが、再任については住民による信任投票が行われる

州が多い。

NYU/ LAW
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州裁判官の任命方式詳細

①選挙により選出する州 (２２州）：
－党派的選挙： ６ 州
－非党派的選挙： １６ 州

②指名諮問委員会による推薦選考を経て
任命する州 (14州）

③知事が任命する州 (10州）：
－拘束された名簿からの任命 ８州＝＞②に類似
－拘束された名簿からの任命 2州

④議会が任命する州 (２州）：
－拘束された名簿からの任命 1 州＝＞②に類似

⑤ 上記の混合 ３ 州

NYU/ LAW

州ごとの州裁判官の任命方法

NYU/ LAW
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州裁判官の任命方式

NYU/ LAW

選挙による任命

43% うち7割が非党

派選挙

選考委員会任命

27%

知事任命

20%うち8割は拘束

名簿

議会任命
4%

以上の混合
6%

選挙による任命 選考委員会任命 知事任命 議会任命 以上の混合

裁判官氏名諮問委員会による州裁判官任命方法の例：
ハワイ州

NYU/ LAW
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新聞広告に掲載された「州裁判官の募集案内」

NYU/ LAW

（ホノルル・アドヴァ
タイザー紙）

指名諮問委員会による選任の例：
ハワイ州の州裁判官任命制度

Ｉ．まず、裁判官募集の公示（新聞紙上）
――＞裁判官指名委員会 （9名：5名市民、4名弁護士）

↑
知事2名、州議会上院議長2名、同下院議長2名、州最高裁長官１名
州弁護士会長2名がこの9人を指名する。

応募者の書類選考を経て、面接や身辺調査を行い、審査し、

推薦する上位候補者6名を決定

NYU/ LAW
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実例：ハワイ州の州裁判官任命制度

II. 最高裁、高裁、地裁の場合 簡裁、家裁の場合
（州知事） （州最高裁長官）

最終候補者6名は新聞等で公表される

公的意見 弁護士会意見
（public opinion）

州知事 州最高裁長官
↓ ↓

最終の1名 最終の１名

NYU/ LAW

実例：ハワイ州の州裁判官任命制度

III. 州議会・上院司法委員会

聴聞会

州議会・上院議会

多数決投票・承認

（注）再任についても同じ手続で行われる（See Hawaii 
Const.Art.VI. Sec.4）

NYU/ LAW
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州裁判官の再任に関する評価と結果(例）：コロラド州

NYU/ LAW

州裁判官の再任に関する評価と結果(例）：コロラド州

NYU/ LAW
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州裁判官の再任に関する評価と結果(例）：コロラド州

NYU/ LAW

法律調査官(ロークラーク）は法曹一元にとって重要

NYU/ LAW
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裁判所調査官(ロークラーク）の仕事

NYU/ LAW

裁判所には原則として1-2名の法律調査官（Law 
ClerkまたはJudicial Clerk）が配点される。

（連邦最高裁は、２－４人の最高裁調査官が、州
最高裁は２名が配点される。）

彼らは、全米のトップ・ロースクールを首席で卒
業した者である。なかには、すでに先に最高裁以
外の連邦裁判官のための調査官として１年以上仕
えた経験者も再度別な裁判官の下で仕事すること
もある。

調査官の仕事は、所属する裁判官のために、事
件につての慣例判例や法規の調査、さらに裁判官
が判決（意見）を起案するのに役立つメモ（意見
書）を作成する。

NYU/ LAW

File a Complaint 
All complaints must be signed and in writing.   You can fill out our complaint 

form online, print the form and mail it, or send us a letter describing the alleged 
misconduct. 
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合衆国最高裁判所法廷

NYU/ LAW

以上です。
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韓国における法曹⼀元制度
の現状について

弁護士 玄 政和（京都弁護士会会員）

 報告内容

 第１ 韓国における法曹⼀元制度導⼊の経緯

 第２ 韓国における法曹⼀元制度の現状

 第３ 韓国における法曹⼀元制度の今後の課題
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参考⽂献、資料

①「全面的法曹⼀元化の成功的な定着のための課題」
（チャン・ヨンス、⾼麗⼤学校法学研究院「⾼麗法
学」第９２号、２０１９年３⽉）

②「韓国における法曹⼀元制度の現状」
（前田裕司弁護士（宮崎県弁護士会会員）、季刊刑事弁
護１０１号）

③札幌弁護士会が韓国の弁護士会に対して⾏った法曹⼀元
制度に関する質問への回答

第１ 韓国における法曹⼀元制度導⼊の経緯
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第１ 韓国における法曹⼀元制度導⼊の経緯

 従来、韓国では、経歴裁判官制（司法試験に合格し、司
法研修院を修了した若い法曹⼈を裁判官に任⽤して裁判
所内で経歴を積むようにする制度）を採⽤していた。
 1980年代後半の政治的⺠主化の結果、1990年代に⾄って、
軍事政権が終わり、⺠間出⾝の政権発⾜後から、司法に
対する国⺠の改⾰要求が強まった。
 1994年には、裁判に関する経験と能⼒を蓄積した後、正
式裁判官に任命することで、裁判の水準を向上させて、
裁判についての信頼を強化するために、裁判所組織法を
改正し、予備裁判官（事件の審理及び裁判に関する調査
研究業務を担当）制度を導⼊。

第１ 韓国における法曹⼀元制度導⼊の経緯

 1997年3⽉1日からは、予備裁判官を2年間経るようにした。
しかし、裁判官数の不⾜が問題となり、予備裁判官制度は
2007年に廃⽌。
 2003〜2005年には、最⾼裁判所の傘下の司法改⾰委員会
で、法曹⼀元化について議論。これを受けて、最⾼裁判所
では、2006年から段階的な法曹⼀元化計画によって、5年
以上の法曹経歴者を裁判官に⼀部任⽤
 2011年7⽉18日、裁判所組織法を改正し、2013年から、法
曹⼀元化が全面的に施⾏。
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【法曹⼀元制度導⼊の背景となった従前の司法への批判】

①法曹⼈⼝が少ないため、司法が国⺠の幅広いニーズに応
えていないことへの批判
②司法試験の成績と司法研修院の成績だけで、裁判官とな
るにふさわしい者かどうかを判断することは適切ではない
③いわゆるエリート主義、権威主義的な裁判官の判断に対
する批判
④社会経験の多くない若い裁判官の限界（早期に単独判事
となった若い裁判官に裁かれる⽴場からの不満）

【法曹⼀元制度導⼊に対する懸念】

①弁護士の中から裁判官を採⽤する場合には、もっぱら裁
判官としての⼈生を生きてきた⼈に比べて、幅広い経験を
持つ裁判官が採⽤されることは間違いない、しかし、その
経験が必ずしも肯定的作⽤をするわけではない。
②弁護士の中から採⽤される裁判官の場合には、弁護士時
代の⼈脈が否定的な影響を及ぼしかねない。
③司法試験と司法研修院の成績により、裁判官が最も優秀
な集団として公認されていた時期とは異なり、弁護士の中
から裁判官が採⽤される場合には、法曹界内で裁判官の権
威が弱くなる可能性がある。これは裁判所の判決に対する
尊重にも影響を及ぼしかねない。
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⇒このような懸念にもかかわらず法曹⼀元化を推進したことは、
現在の司法システムの限界についての認識が広がり、裁判官採
⽤方式の根本的な変化の必要性、以下のようなメリットについ
てのコンセンサスが形成されたためといえる。

①弁護士の中から裁判官を採⽤するようにすることで、裁判官
の採⽤における司法試験や弁護士試験等の成績中心ではなく、
法曹⼈としての能⼒を総合的に評価することができる。
②経歴を持つ弁護士が裁判官に任⽤されることで、裁判官の多
様性と専門性を強化し、これを司法手続きに反映することがで
きる。
③裁判官の⾼齢化の問題および予⾒される裁判官の不⾜問題の
解決

第２ 韓国における法曹⼀元制度の現状
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【法曹⼀元制度の段階的導⼊】

採⽤年度 裁判官任用資格

2013〜2017年 法曹経歴 3年 以上
（短期法曹経歴者）

2018〜2021年 法曹経歴 5年 以上

2022〜2025年 法曹経歴 7年 以上

2026年〜 法曹経歴 10年 以上

【経過措置としてのロークラーク制度】

・2026年の法曹⼀元制度の完全導⼊に⾄るまでの経過措
置として、2012年から前倒しでロークラーク制度が導⼊
され、これを弁護士等経験者として当面の裁判官の供給源
とする手当がなされた。

・ロークラーク
︓裁判研究員。日本での調査官に類似する業務。
任期2年（2018年から3年）、
当初100⼈採⽤、定員200⼈
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【経過措置としてのロークラーク制度】
・これにより、ロークラーク出⾝者と軍法務官経験者
（司法試験に合格し、司法研修院を経て、兵役として軍
法務官勤務を3年間経験した者）という純粋な弁護士経験
とは⾔えない経歴の法律家も多く任官している傾向があ
るとされる。
︓現地新聞の調査では、2015年から2019年までの間の任
官500⼈のうち、ロークラーク142⼈（28％）、軍法務官
181⼈（36.2％）
⇒ ただし、2018年以降は５年以上の法曹経験が必要と
なったため、ロークラーク、軍法務官経験だけでは裁判
官任⽤の資格を得られなくなった。

裁判官の採⽤⼈数
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

即時任命 32 9 0 0 0 0 0

短期法曹

経歴者

（３年以
上～５年
未満）

司法研修

院
57 51 52 74 107 0 0

法科専門

大学院
- - 37 26 25 0 0

一般法曹経歴者

（５年以上） 11 19 18 8 27 36 80
専担裁判官

（１５年以上） 3 3 4 0 2 2 2

個別任用 - 1 - 1 - 1 1
合計 103 83 111 109 161 39 83
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 2018年に裁判官の採⽤数が激減した理由については、短
期法曹経歴者（3年以上5年以下の法曹経歴者）の裁判官
の採⽤が終了され、2018年からは、5年以上の法曹経歴
者の中で、裁判官を採⽤することにしたためであると分
析されている。

 ⼀般法曹経歴者から裁判官が採⽤されるケースが多くな
い背景には、5年以上の法曹経歴を持つ法曹のうち、裁
判官を希望する割合が⾼くないこと、志願者の中で裁判
官に適任であると評価される法曹があまりなかったこと
などがある。

【韓国国内での評価】
 弁護士や研究者からは、⻑期間の弁護士活動による豊か
な裁判経験と⼀定年齢に⾄るまでの⼈生経験が生かされ
る裁判が実現して、その内容がより良いものになり、成
熟した裁判官の存在が、司法に対する信頼を醸成するだ
ろうと、概ね肯定的に評価されている。
 他方、ロークラーク経験者からの登⽤が常態化し、これ
らの⼈材に偏るようなことがあれば、本来の法曹⼀元の
趣旨が損なわれるのではないかという懸念や、「前官礼
遇」という悪慣⾏のあった⾵⼟で、弁護士時代の職務上
の繋がりなどを裁判官になって断ち切れるのか、それを
国⺠に信頼してもらえるのかという課題の指摘もある。

P.36



【ソウル地方弁護士会実施の判事の評価結果】

 全面的な法曹一元化導入以前の2009年
︓689⼈の判事に対し1828件の評価書が受理。全体の判事の平均スコアは76.38点
評価ランク上位15⼈の優秀判事に選ばれた⼈物は、ほとんど部⻑判事以上

 全面的な法曹一元化導入後2年が経過した2015年
︓1782⼈の判事に対し8400件の評価書が受理。全体の判事の平均スコアは73.01点。
優れた判事に評価された上位8⼈のうち、部⻑判事以上が3⼈、⾼裁判事が2⼈で、
地裁判事が3⼈で、過去と違って均等に分布している。

 2017年
︓2385⼈の判事に対し16270件の評価書が受理。全体の判事の平均スコアは80.24点
優れた判事に14⼈が選ばれたが、4⼈の部⻑判事、3⼈の⾼等法院の判事、7⼈が地
裁判事であった。

第３ 韓国における法曹⼀元制度の今後の課題
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 ①裁判官の採⽤の客観性と透明性を確保すること
︓評価基準の公開、評価方式の事前告知、評価結果の公開など

 ②志願者の評価を可能にする客観的資料の公開
︓評価基準の客観化・合理化、評価方式に既存弁護士としての成
果を反映することや道徳性問題などと関連する⼈事検証システム
の活⽤、評価結果の公開など

 ③判事の処遇改善と補助⼈材（書記官、事務官
等）の充実

最近のトピック
 裁判官任⽤のために必要な法曹経歴を現在のまま「5年」に維持しよ
うという内容の裁判所組織法改正案が2021年8⽉31日、国会本会議で
否決された。

 投票結果︓在席229⼈のうち賛成111⼈、反対72⼈、棄権46⼈で、在
籍過半数に4票及ばず否決。

 今後、法曹経歴10年以上の者のみを判事に任⽤する場合、初任判事の
年齢は少なくとも30代後半になる。兵役義務の履⾏と⺠間のキャリア
は、法学専門⼤学院や弁護士試験再受験時などを考慮すれば、平均的
には40代中盤を超えると予想されている。
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京都弁護士会主催シンポジウム 

「法曹一元の制度設計について」 

２０２１年１０月８日  

 パネラー豊 川 義 明 

(問いかけとして) 

 〇法曹一元は、司法と日本社会に必要か 

 〇必要ならば実現にむけた取り組みを 

〇スローガンの一つとして『裁判官の皆さん。戦後７５年の間、ご苦労様でし

た。これからは私達と一緒にやりましょう。判事補制度は廃止しましょう』。 

 

第１、法曹一元とは何か。なぜ法曹一元が必要なのか。 

１、戦前の法曹一元運動と戦後における私達の目指すものとは、質的な相異があ

る。Cf 大野正男の評価 

２、日本国憲法の支配する、すなわち人権保障のためにもっとも憲法に適合する

のは法曹一元である。裁判官の独立。三権分立下の司法。「権威主義の司法」

から「市民の司法」へ 

３、戦後の裁判所法における裁判官制度の現状は、官僚制の確立により、時代に

不適合となった、との認識は社会にあるか。弁護士層にあるか 

 

第２、法曹一元を実現する条件 

１、現状において法曹三者の合意は著しく困難か、不可能に近いものがある。 

２、社会の理解を得るために、社会的な運動により法曹一元を内容とする立法の

成立をめざす他はない。 

３、弁護士層、そして会と市民運動である 

α、市民社会運動から 

β、弁護士層、そして会から 

δ、元裁判官などからも。かなりの元キャリアが支持している。 

γ、法学研究者などから(?) 

 

第３、裁判と司法の現状を法曹一元と対比させながら分析し社会にわかりやす

く提示 

１、裁判官の独立性の喪失 

 ハード・ケースとともに消費者、労働、医療、家族、知財などの諸分野 

ａ、憲法規範の不在、法律実証主義 

ｂ、正しい事実の認定がない。正しい法の適用も不充分。形式解釈。 
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ｃ、経験則が歪んでいる(機能していない) 

ｄ、効率だけの短時間の集中審理。離婚事件なども含め 

 

第４、私達の主体的力量と意識の改革について 

―私が最も提起したいもの― 

１、私達も戦後７５年の司法官僚制と官僚裁判官の下で仕事をしてきたことの

「重さ」と視野の狭さ(「捉われの三四半世紀) 

２、裁判官、すなわち判定者となることへの「たじろぎ」はないか 

３、裁判官こそ法曹の名誉ある地位であるし、私達は、役割を果たせる。法曹か

ら尊敬される裁判官となる 

a、独立性確保の「人事制度(異動はブロック内など)、 俸給は、一元裁判官の

固有のものでよい」 

b、私達の仲間から「この人を」「この人ならば」の人を選択し、社会の支持 

を得るシステム(推薦制度) 

c、地域司法計画(ブロック毎も含め)のなかに具体化する 

d、客観的な力量と相応しない私達の意識 

e、非常勤裁判官の運用と限界の自覚－制度は異なるもの 

 

第５、法曹一元内容について(骨太なもの) 

(一つの参考として大阪常義員会決議。資料。⇔京都弁護士会、日弁連要綱) 

１、当面は、二元的な人事方策 

２、「一元」裁判官の俸給、弁護士経験１０年～２０年、２０年～３０年以上の 

二段階程度 

３、住居異動はなし 

４、法廷の主宰者。判決書。和解力など問題はない 

５、弁護士経験２０年から３０年、年齢４５～５０歳程度からの１０年間がモデ

ルとなる。裁判官定年前の１０年間も。 

６、検察官、法律学研究者 

 

第６、市民社会の動きの報告(東京) 

    例えば次々回の市民連合の政策にする。 
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パネルディスカッション用レジュメ 
                           奥 村 寛 昭 
１ パネリスト紹介 
（１）丸田隆先生 
   ニューヨーク⼤学ロースクール特任教授 元関⻄学院⼤学教授 
   専門は英米法  

最新著書『アメリカ憲法の考え方』 
（２）後藤富士子先生 
   東京弁護士会所属   

著書『官僚司法を変えるー法曹一元裁判官』（１９９９年） 
（３）安原浩先生 
   兵庫弁護士会所属 元裁判官 ２００８年６月定年退官 

明石歩道橋事件において検察官役担当 
（４）豊川義明先生 
   ⼤阪弁護士会所属  
   著書『２１世紀 司法への提言』第３章「日本社会の変動と法曹一元」 
２ 法曹一元の歴史 
  １９５４年（昭和２９年）３月    

日弁連「法曹一元要綱」策定 
   ・ すべて判事は相当期間弁護士の経験のある者の中から選任すること 
   ・ 検事の選任も前項に準ずるものとする 
  １９６４年（昭和３９年）８月    

「臨時司法制度調査会意見書」公表 
法曹一元の制度は，これが円滑に実現されるのであれば，わが国にお

いても一つの望ましい制度である。しかし，この制度が実現されるため
の基盤となる諸条件は，いまだ整備されていない。 

したがって，現段階においては，法曹一元の制度の⻑所を念頭に置き
ながら現行制度の改善を図るとともに，基盤の培養についても十分の考
慮を払うべきである。 

  １９９７年（平成９年）７月    
京都弁護士会「法曹一元要綱」発表 

  １９９９年（平成１１年）３月   
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⼤阪弁護士会「法曹一元⼤綱」発表 
  ２０００年（平成１２年）２月   

日弁連「法曹一元要綱試案」公表     
３ 司法制度改革審議会意見書 
（１）中間報告（２０００年１１月） 
  「判事にふさわしい有能な人材を裁判所内に限らず広く法曹界各界から迎

える趣旨で裁判所法が多様な給源の規定を設けているのに，実際の運用で
は判事補が主要な給源であって弁護士からの任官が進んでいないとして，
法の趣旨の実質化を図る必要がある」 

（２）意見書（２００１年６月） 
   判事となる者一人ひとりが，それぞれ法律家として多様で豊かな知識，経

験を備えることが重要だという観点から，判事の給源の多様化、多元化が掲
げられ，弁護士任官を進めることや判事補が他の法律専門家の経験を積む
必要があるとされた。 

    ・ 弁護士任官制度 
    ・ 判事補の実務経験（２００４年法律制定） 
    ・ 下級裁判所裁判官指命諮問委員会（２００３年発足） 
    ・ 「裁判官の人事評価に関する規則」（２００４年制定） 
４ 裁判官の給源及び必要経験年数 
 （理想）給源の多様化・多元化 
 （現状）判事補として採用され，そのまま判事になる。 
   豊川レジュメによると 
    ア 憲法規範の不存在，法律実証主義 
    イ 正しい事実の認定がない。正しい法の適用も不充分。形式解釈。 
    ウ 経験則が歪んでいる（機能していない） 
    エ 効率だけの短時間の集中審理。離婚事件などを含め。       
（１）弁護士だけに限るか，検察官も含むか 
  ア 日弁連試案 
    検察官も含む。 
     法曹一元は，一元裁判官の人的資質の改善によるよりも，裁判官任用

システムの転換によって司法官僚制を廃絶することを目的とする。 
すなわち，司法官僚制はキャリアシステムを前提とし，その上にこそ
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成り立っているのであるから，キャリアシステムを非キャリアシステム
である法曹一元と置き換えることによって，これを消滅させる。 

検察官をあえて一般的に排除する必要はない。 
  イ 京都要綱 
    検察官は含まない。 
     裁判官の職務が権⼒機関から国⺠の人権を擁護するという点にある

ことから，同じ法曹であっても権⼒側の経験を有する者より，国⺠側に
近い職務を行う弁護士経験の方が適切である。 

  ウ ⼤阪⼤綱 
    弁護士，検察官及び⼤学の法律学教授・助教授 
（２）必要経験年数はどれくらいか    
    裁判官として必要な経験、能⼒を獲得するには１０年程度（京都要綱） 

アメリカの州裁判官では，通常１５−２０年くらいの経験と実績のある
弁護士，検察官や⼤学教授の中から任命される。 

（３）弁護士から確保できるか 
  ア 供給確保数 

近弁連管内 年１５〜３６名の供給（京都要綱説明書） 
全国的には 年１００名？ 
法曹人口総数中の裁判官の割合を５パーセントとすると． 

   法曹人口は４万人必要（後藤論文） 
  イ 現状 
    弁護士任官応募者数の現状，収入の減少や転勤の懸念 

韓国の現状 
１０年以上の法曹経験を持つ人の中で，すでに弁護士として成功した人 

は裁判官になろうとしない（弁護士任官のジレンマ） 
  ウ 課題 
    弁護士会や法律事務所が候補者を推薦できる体制の構築 
    各弁護士会連合会の推薦者名簿作成 

 豊川先生レジュメによると， 
  ア ７５年の重さと視野の狭さ 
  イ 判定者となることの「たじろぎ」 

ウ 独立性確保，推薦制度，地域司法計画，客観的な⼒量と意識 
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５ 採用方法 
（１）憲法上の規定 
   下級裁判所裁判官は，最高裁の指名した者の名簿によって，内閣が任命す

る（８０条１項）。 
（２）現状 
   下級裁判所裁判官指命諮問委員会 法曹三者５人，学識経験者６人 

全国８カ所の地域委員会（再任） 法曹三者３人，学識経験者２人 
   重点審議者の存在 
（３）弁護士任官  
   「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」 
   日弁連「任官推薦基準及び推薦手続」 「弁護士任官適格者選考委員会」  

弁護士任官希望者の推薦手続の体制整備 
   最高裁 裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討 
       「弁護士からの裁判官採用選考要領」 
（４）選任方法 
  ア アメリカの州（丸田先生資料） 
    ・ 選挙により選出する方法 
    ・ 州知事が任命する方法 
    ・ 指名諮問委員会による推薦選考を経て任命する方法 
    ・ 上記組み合わせ 
  イ 日弁連試案 
    裁判官推薦委員会の推薦  高等裁判所管内の弁護士会連合会に設置 
    裁判官，検察官，弁護士及び市⺠代表からなる２０名程度 
    委員会運営経費は，裁判所予算からの支出を検討 
    裁判官を委員から除外すべきだとする意見あり 
  ウ 京都要綱 
    裁判官任命諮問委員会   各高等裁判所所在地に１つずつ 
    相当数の弁護士，裁判官，検察官及び国⺠の代表により構成 
  エ ⼤阪⼤綱 
    裁判官任命諮問委員会  高裁又は地裁所在地ごとに設ける 
    裁判官，検察官，弁護士，⼤学の法律学教授，市⺠の代表により構成 
（５）選任過程・具体的審査方法 
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   裁判官適格性の判断基準，判断資料及びその収集方法 
ア チャン論文 

   ・ 裁判官の採用の客観性と透明性を確保 
     評価基準の公開，評価方式の事前告知，評価結果の公開など 
   ・ 志願者の評価を可能にする客観的資料の公開 
     評価基準の一層客観化・合理化， 

評価方式に既存弁護士としての成果を反映することや道徳性問題な
どと関連する人事検証システムの活用，評価結果の公開など 

   ・ 裁判官の評価の合理化とフィードバック 
イ 京都要綱 
  裁判官評価アンケートを参考にする 

   ・ 権利擁護の熱意が感じられるか 
   ・ 事件の適正な解決をしようとするか 
   ・ 記録をきちんと読んでいるか 
   ・ 法律知識が優れているか 
   ・ 法的常識があり妥当な判断⼒があるか 
   ・ 思い込みがなく慎重であるか 
   ・ 当事者（代理人）の意見を尊重するか 
   ・ 迅速な処理をするか 
   ・ 事実認定能⼒があるか 
   ・ 和解の手続が更生であるか 
  ウ 豊川論文 
   ・ 独立した精神，気概 
   ・ 事実認定の能⼒ 
   ・ 適正な訴訟運営を行える訴訟主宰能⼒ 
   ・ 市⺠的基盤 
６ 任官後の処遇・問題 
（１）裁判官人事評価 
    現状  裁判官の人事評価に関する規則（２００４年制定） 
（２）弁護士任官者による手続法の不知，判決書作成の困難性 
（３）弁護士任官者による判決の偏頗性 
   チャン論文 
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   ・ 幅広い経験が必ずしも肯定的作用をするわけではない 
   ・ 弁護士時代の人脈が否定的な影響を及ぼしかねない。 
（４）単独制又は合議制 
  ア 日弁連試案 
    地方裁判所及び家庭裁判所は原則，単独制 
  イ ⼤阪⼤綱 
    地裁における合議事件は必要な範囲として，単独事件が原則。 
７ 報酬  
（１）平等定額制又は昇給制  
    平等定額（日弁連試案） 
    報酬は同一、付加的手当（京都要綱） 
    二段階程度（豊川レジュメ） 
      弁護士経験１０年から２０年，２０年から３０年以上 
（２）報酬の絶対額  

国会議員の歳費並 月額１２９万４０００円 
現行の３号程度 ９６万５０００円（豊川論文）  

（３）年金制度 
    相当額の年金制度の創設（日弁連試案） 
    恩給の受給資格１０年間（京都要綱） 
８ 司法行政 
（１）裁判官会議又は司法行政委員会 
   裁判官会議（日弁連試案） 
（２）各裁判所の⻑の選任方法 
   裁判官会議における互選（日弁連試案） 
   部総括判事，地家裁所⻑及び高裁⻑官は，裁判官会議の互選（⼤阪⼤綱） 
（３）司法行政の内容 
   ［ 対内的司法行政 ］ 
    ・ 裁判官の採用 
    ・ 裁判官をどこの裁判所に配属させるか 
    ・ 配属した裁判所内でどの部に配属させるか 
    ・ 取扱事件の分配 
    ・ 裁判官の勤務評定 
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    ・ 裁判官への指導監督 
   ［ 対外的司法行政 ］ 
    ・ 司法予算 
    ・ 物的・人的施設 
    ・ 司法制度改革・立法研究 
    ・ 市⺠への啓発等 
９ 補職 
（１）転勤の範囲   全国，一高裁管内に限る 
  ア 日弁連試案 
    高等裁判所が裁判官会議により，決める。 
    最⻑３年，高等裁判所官管内の他の裁判所において勤務 
  イ 京都要綱 
    任地の調整は，任命諮問委員会が行う方法もある。 
    本人の希望により常任地を決める。 

最高３年間，常任裁判官不在裁判所で職務 
（２）過疎地の本庁・支部や小規模庁の勤務 
１０ 法曹養成制度 
   修習制度のあり方，運営主体，修習期間 
 （１）京都要綱 
    司法研修所の運営は，国庫による費用負担による 

日弁連，最高裁判所，法務省の三者による 
 （２）⼤阪⼤綱 
    司法研修所は，独立した国の機関 
    法曹三者、⼤学関係者，市⺠の代表からなる運営機関の所管 
    司法研修所の数は複数とし，当面は，東京と⼤阪に置く 
 （３）後藤論文 
    「国営修習廃止」「統一修習」を捨てる 
    「統一修習」制度は，判事補をも要請する制度 
    「弁護士と検事の養成」に改変し， 

「統一修習」に代わる受け皿であるロースクール 
 資格取得前の養成制度  
  法曹資格付与の絶対的基準  ⼤学教育 
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 資格取得後の養成制度 
  ＯＪＴとしての弁護士研修制度の確立・充実 

１１ 移行方法・経過措置 
   判事補制度，既に判事又は判事補である者の処遇 
１２ 法曹一元制実現のための課題（豊川論文） 
 ・ 国⺠的課題・運動にふさわしい理念・論拠付け 
 ・ 弁護士層における質の高い合意形成 
 ・ 積極的・⾶躍的な国⺠運動化 
 ・ 司法の情報公開と司法の現状問題性の明確化 
 ・ 任官者を計画的に確保するための具体的な取組み 
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